
社会福祉法人やまゆり福祉会職員目標管理要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、組織及び職員の目標を明確化することにより、職員一人一人

の業務に対する計画的な処理を意欲の向上、能力の開発を図り、併せて人材育成

の強化、組織の活性化及び自己の成果向上に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 目標 当該年度中において担当する業務を踏まえて達成するべき目安とし

て設定するものをいう。 

（２） 対象者 やまゆり福祉会常用職員をいう。 

（３） 目標管理 毎年度、対象者が設定する目標を目安にして、自己の業務の進

行管理と自己の成果や反省点を通じて計画的かつ効率的な業務を推進する一連

の過程をいう。 

（４） 評定者 対象者の目標に対する評定及び調整を行う別表に定める者をいう。 

 

（実施期間） 

第３条 目標設定の対象期間(以下「設定期間」という。)は毎年 4 月 1 日から９月

３０日まで及び１０月１日から翌年 3 月 31 日までの半期ごととする。 

 

（目標の設定方法） 

第 4 条 目標設定を行うときは、あらかじめ法人の目標に即した内容で、別に定め

る様式により作成しなければならない。ただし、特別な事情として認められる場

合は、あらかじめ設定されている目標を継続又は修正することができる。 

2 対象者は、前項の規定により目標を設定したときは、評定者の面接を受けて、そ

の内容を報告しなければならない。 

3 評定者は、前項の報告を受けたときは、対象者の難易度を十分に勘案した上で、

修正又は調整させることができる。 

 

（目標の成果報告） 

第 5 条 対象者は、当該年度が終了したときは、評定者に成果報告をしなければな

らない。 

２ 評定者は、前項の報告があったときは、成果に関して面接を行った上で、評価

を行うものとする。 

 

（評価） 

第 6 条 目標の成果に関する評価は、人事考課の項目として位置づけ、評価を行う。 



2 評定者は、最終的な評価を行ったときは、対象者に必要に応じて指導及び助言す

ることができる。  

 

（委任） 

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

  別表（第 2 条関係） 

目標の設定者 一次評価者 二次評価者 最終評価者 

課 長 
事務局長 

・施設長 
－ 本部長 

係 長 課 長 
事務局長 

・施設長 
本部長 

その他の職員 係 長 課 長 
事務局長 

・施設長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


